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「福祉」のまちづくり 
社協の財源及び社協会員制度 １ 

① 社 協 の 財 源 

社協は、だれもが安心して住みよい地域づくりを

進めるため、地域住民の方々が会員となる民間の福

祉団体です。社協が進める地域福祉活動の財源は、

行政（町）からの補助金や委託金などの｢公費財源｣

と、住民の皆さまからの会員会費や寄付金、共同募

金からの配分金などの｢自主財源・民間財源｣です。 

 ２ 
埼玉県共同募金会毛呂山町支会では、互いに助け合いの心を持って

生活ができるよう、住民自ら参加する募金活動を推進しています。 

② 社協の会員制度 

住民相互の助け合い、住民主体の地域福祉を推進

するための会員制度です。皆さまから寄せられた会

員会費は、社協が進める地域福祉活動の財源として

大切に活用させていただきます。 

会員区分 年間会費 対  象 

一般会員 1,000 円 一般世帯 

団体会員 3,000 円 福祉施設、団体 等 

特別会員 10,000 円 会社、事業所、篤志家 等 

 

① 赤い羽根共同募金  

赤い羽根をシンボルとして福祉施設の充実や地 

域福祉の推進のために実施する募金活動です。ま

た、赤い羽根共同募金は、あらかじめ用途を決め 

て目標額を定める計画募金であり、募金額の 50％

が県内の民間福祉施設に、残りの 50％が当町の地

域福祉事業のために配分されます。 

当町の配分事業：福祉教育推進事業,ふれあい･いきい

きサロン事業,金婚夫婦祝い事業,社協だより発行事業 

② 歳末たすけあい募金  

歳末より、支援を必要とする方たちが、地域で安

心して過ごすことができるように実施する募金活動

です。歳末たすけあい募金は、全額が当町の福祉事

業のために配分されます。 

当町の配分事業：援護金品の支給 

 

 

〒350-0436 

埼玉県入間郡毛呂山町川角 303 番地 3 

TEL/FAX | 049-295-0601 / 049-295-0603 

E - M a i l | info@moroyama-shakyo.or.jp 

U R L | http://www.moroyama-shakyo.or.jp/ 

 | /  

● 障害福祉サービス事業所 あいあい川角作業所 

住所：埼玉県入間郡毛呂山町川角 449-1 

T E L：049-295-3045 FAX：049-295-2036 

● 障害福祉サービス事業所 あいあい滝ノ入作業所  

住所：埼玉県入間郡毛呂山町滝ノ入 159 

T E L：049-295-1256 FAX：049-295-1256 
社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会 

ふだんのくらしのしあわせ

～社 協 ガ イ ド ブ ッ ク～ 

 

 

 

I m
oroyam

a SHAKYO 
＜ 運 営 施 設 及 び 事 業 所 ＞ 

 
● 入間西障害者就労支援センター  

住所：  

T E L：049-295-2030 FAX：049-295-2036 

● 入間西障害者相談支援センター  

住所：  

T E L：049-295-0602 FAX：049-295-0603 

 

ぜひ、窓口へお越しください。  ※事業の内容は変更になる場合があります。 

 

mailto:info@moroyama-shakyo.or.jp
http://www.moroyama-shakyo.or.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

．．． 
社 会 福 祉 協 議 会 の 主 な 事 業 を ご 紹 介 し ま す。 

社会福祉協議会（社協）は、社会福祉法に基づ

き全ての都道府県・市区町村に設置され、地域住

民や社会福祉関係者の参加により、地域の福祉を

推進する中核としての役割を担い、様々な活動を

行う非営利の民間組織です。 

高齢・障害・児童関連の事業や小中学校での福

祉教育の支援、町内の人々が気軽に集える「サロ

ン活動」の支援など、様々な事業を展開していま

す。 

また、ボランティア活動に関する相談や活動先

の紹介など地域の福祉活動の拠点としてボランテ

ィアセンターの運営を行い、地域と人とをつなぐ

役割を担っています。 

地域の様々な社会資源とのネットワークにより

住民主体による地域福祉の推進に努めています。 

１ 地 域 の 支 援 

●地域懇談会（地区説明会）の開催 

地域住民に地域福祉に関する理解の促進を図るた

め、各地域で懇談会や説明会を行なっています。 

●ふれあい・いきいきサロン事業 

各行政区で開催されている「ふれあい・いきいきサ

ロン」に対し助成や情報提供、立ち上げ支援等を行

なっています。 

●地域ふくしサポーター制度 

高齢者の方々を中心とした、地域による地域のため

の「見守り活動」を行政区単位で行なっています。 

●生活支援体制整備事業 

 地域サロンや移動販売等の社会資源の発掘活動、ボランテ 

ィア養成を行っています。 

 

●社協会員の募集 

●福祉助成事業 

 

社会福祉協議会 (社協） ２ 生 活 の 支 援 

●歳末たすけあい援護事業 

非課税世帯を対象に、安心して年末年始を過ごすた

めの援護金品等を支給しています。 

●福祉サービス利用援助事業  

判断能力が不十分な高齢者や精神･知的障害のある方

が安心して生活が送れるように、福祉サービスの利

用手続きや金銭管理等のサポートを行ないます。 

●法人後見事業 

社会福祉協議会が後見人等になり、判断能力が不十

分な方の財産管理や身上保護を行ないます。 

●福祉機器等貸出事業 

介護保険制度等を利用できない 

方に「車いす」「シルバーカー」 

「歩行器」「松葉杖」「多点杖」の 

無料貸出を行なっています。 

●福祉資金貸付事業 

低所得者を対象に、安定した生活と経済的自立がで

きるよう、相談支援と資金の貸付を行なっています。 

●生活福祉資金貸付事業 

●火災見舞い事業 

３  

●ボランティア相談支援事業 

ボランティアの育成や啓発を図り、ボランティア登

録を促進しています。活動に関する相談や需給調整

等を行なっています。 

●ボランティア体験学習事業（福祉ふれあい体験） 

夏休み期間に小学生からを対象に、様々な体験プロ

グラムを企画し、行なっています。 

４ 子 育 て の 支 援 

●保育ボランティア派遣事業 

要請のあった行政の主催事業に対して、保育ボラン

ティアの派遣を行なっています。 

５ 高齢者・障害者の支援 

●高齢者困りごと援助サービス事業 

ひとり暮らしの高齢者及び高齢者世帯を対象に、暮

らしの中でのちょっとした困りごとを援助し、自立

した生活が送れるよう支援しています。  
 

●訪問理容サービス事業 

在宅高齢者 で、常時寝たきり又はそれ

に準ずる状態のため、理容店に出かけることが困難

な方を対象に実施しています。  
 
●ゆずっこ助け合いサービス事業 

●福祉車輌の貸出事業 

高齢者や障害のある方等の 

通院や、入退院などの移動 

手段としてスロープ付き車 

両の貸出を行なっています。 

 

●金婚夫婦祝い事業 

結婚５０年を迎えたご夫婦を対象に、記念品の

贈呈を行なっています。 

●  

●  

６ 広 報 啓 発 活 動 

●社協だよりの発行 

社協が実施するイベント・講座・ボランティア関 

係など福祉事業の情報を掲載し、全世帯に配布し 

ています。（年４回/４月・７月・１０月・１月） 

 ７ 相 談 事 業 

●入間西障害者就労支援センター事業
 （毛呂山町・越生町・鳩山町） 

 障害者の就労を支援します。 

 

●入間西障害者相談支援センター事業 
 （毛呂山町・越生町・鳩山町） 
障害児者及びその家族からの相談に応じ、必要な

情報の提供や障害福祉サービスの利用支援を行な

っています。 

８ 災害対応基盤強化事業 

●災害ボランティアセンター立ち上げ訓練 

災害時に立ち上げるボランティアセンターの運営 

に関して、円滑な立ち上げ・運営に向けた訓練や 

近隣社協と連携した情報交換会などを行っていま

す。 

●各種訓練等への参加及び出張講話 

防災関連事業及び研修会・講習会等へ参加し、ま

た、災害時社協の役割などについての講話（自治会

等）を行なっています。 

主 な 取 り 組 み 

●ボランティア保険加入手続き 

●ペットボトルキャップの回収 

●不要入れ歯回収ＢＯＸの設置 

●使用済み切手、書き損じハガキの収集 

●各種ボランティア講座、研修会等の開催 

●福祉教育推進事業 

町内の小・中学校にて、車いすや高齢者疑似体験学 

習の支援、点字や視覚障害者体験や当事者からの講

話などをボランティアや協力団体と共に行なってい 

ます。また、自治会の会議やイベントなどでも体験 

資材の貸出しや出前講座なども行っています。 

 

視覚障害体験 


